
　

〇
身
体
障
害
者
手
帳（
視
覚
・
聴
覚
・
音
声
・
言
語
・
そ
し
ゃ

　
　

く
・
平
衡
機
能
・
肢
体
不
自
由
）
を
お
持
ち
の
方

　
　

対
象
児
童
が
、手
当
を
受
給
中
に
児
童
福
祉
施
設
（
入

　
　

所
施
設
）
や
心
身
障
が
い
者
更
生
援
護
施
設
（
入
所

　
　

施
設
）
等
に
入
所
し
た
場
合
は
、
手
当
は
支
給
さ
れ

　
　

ま
せ
ん
。
必
ず
、
住
民
課
年
金
係
（
特
別
児
童
扶
養

　
　

手
当
担
当
）
で
そ
の
旨
を
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。
手

　
　

続
き
を
し
な
い
と
、
入
所
月
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
手
当

　
　

を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
の
で
、
注
意
し
て

　
　

く
だ
さ
い
。
な
お
、
施
設
を
退
所
さ
れ
た
場
合
は
、

　
　

あ
ら
た
め
て
新
規
申
請
手
続
き
を
し
な
い
と
、
手
当

　
　

は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

【
３
】
手
当
の
月
額
（
平
成
３
０
年
４
月
～
）

　
〈
重
度
障
が
い
児
（
１
級
）〉

　
　
　

１
人
に
つ
き
５
１
，
７
０
０
円

　
〈
中
度
障
が
い
児
（
２
級
）〉　

　
　
　

１
人
に
つ
き
３
４
，
４
３
０
円

【
４
】
手
当
の
支
払
い

　

手
当
は
、
認
定
請
求
を
し
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
分

か
ら
支
給
さ
れ
ま
す
。

【
５
】
所
得
制
限
限
度
額

　

手
当
を
受
け
よ
う
と
す
る
人
、
そ
の
配
偶
者
又
は
生
計

同
一
の
扶
養
義
務
者
（
父
母
・
祖
父
母
・
子
・
兄
弟
な
ど
）

の
前
年
（
１
月
か
ら
６
月
ま
で
に
請
求
す
る
人
に
つ
い
て

は
前
々
年
）
の
所
得
が
次
表
の
額
以
上
で
あ
る
と
き
に
は
、

手
当
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。
詳
細
に
つ
い
て
は
、
下
表
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

【手当の支給月】
○  4月（12月～3月分）

○  8 月（4 月～ 7 月分）

○ 11月（8月～1１月分）

【
１
】
特
別
児
童
扶
養
手
当
を
受
け
ら
れ
る
人

　

日
本
国
内
に
住
所
が
あ
り
、
精
神
又
は
身
体
が
障
が
い

の
状
態
に
あ
る
児
童
を
監
護
し
て
い
る
父
か
母
、
又
は
父

母
に
代
わ
っ
て
、
そ
の
児
童
を
養
育
し
て
い
る
人
に
支
給

さ
れ
ま
す
。
左
記
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
手

当
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

　

①
対
象
児
童
が
、
日
本
国
内
に
住
所
を
有
し
な
い
と
き
。

　

②
対
象
児
童
が
、
障
が
い
を
支
給
事
由
と
す
る
公
的
年

　
　

金
（
障
害
児
福
祉
手
当
は
年
金
で
は
あ
り
ま
せ
ん
）　

　
　

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
。

　

③
対
象
児
童
が
、
児
童
福
祉
施
設
等
（
母
子
生
活
支
援

　
　

施
設
、
保
育
所
、
通
所
施
設
を
除
く
）
に
入
所
し
て

　
　

い
る
と
き
。

　

※
所
得
に
よ
る
支
給
の
制
限

　
　

定
め
ら
れ
た
額
以
上
の
所
得
が
あ
る
と
き
は
手
当
が

　
　

支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

【
２
】
手
当
を
受
け
る
手
続

　

児
童
扶
養
手
当
制
度
と
同
じ
で
す
が
、
添
付
書
類
に
つ

い
て
は
、
診
断
書
が
必
要
で
す
。（
用
紙
は
住
民
課
に
あ
り

ま
す
）
な
お
、
次
の
方
は
診
断
書
を
省
略
で
き
る
場
合
が

あ
り
ま
す
の
で
、
住
民
課
窓
口
に
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

〇
療
育
手
帳
（
Ａ
判
定
）
又
は
判
定
書
（
重
度
以
上
）
を

　

お
持
ち
の
方

　

扶養親族等の数 本人
配偶者及び

扶養義務者

0 人 4,596,000 円 6,287,000 円

1 人 4,976,000 円 6,536,000 円

2 人 5,356,000 円 6,749,000 円

3 人 5,736,000 円 6,962,000 円

以降 1 人
につき

380,000 円 加算 213,000 円 加算

問 

住
民
課 

年
金
係　

☎
６
５
・
３
３
０
１

特
別
児
童
扶
養
手
当
の

請
求
は
お
済
み
で
す
か
？

特
別
児
童
扶
養
手
当

お知らせ

【所得制限限度額】

▲住民課窓口で配布しております。
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